
事業評価調書〔新規要求公共事業〕
令 和 6 年 11 月 26 日

部 課
2 力強い産業を育て、魅力あるしごとを生み出す 班 （内線）
③ 環境変化に対応し、一次産業を活性化する
(1)

② 産地の維持拡大に必要な生産基盤の強化

１．事業の概要 ３．令和７年度新規要求箇所
＜事業の主な実施内容＞ no.

1 天久保

＜国の主な採択基準＞

有 無

２．新規要求における事業評価の視点

17.5

28.5 16.5

27.5

事業評価
の視点

　意欲ある担い手への農地集積・集約化により、経営規模拡大と生産性の向上が図られ、ひい
ては産地の維持拡大につながる地域にとって必要な事業地区であるか等により評価

事業概要

27.5

農地の区画拡大、畑地かんがい施設等の農業水利施設の整備

中山間地域

条件国
55

20

中山間地域

55

事業箇所名

課（室）長名 吉田　好広

市町村名

県

西海市

１．受益面積が１０ヘクタール以上であること
２．事業の完了時において、受益面積に占める担い手の経営等農用地面積
の割合が５０％以上となることが確実と見込まれるもの

＜負担区分（％）＞ ＜県費の継ぎ足し＞

施策
長崎県総合計画上
の位置づけ 農林業の集積性の向上に向けた生産・流通・販売対策の強化

地元

＜様式１＞

事業所管
農林

計画調整
農村整備

2964

作成年月日
評価対象事業名

水利施設等保全高度化事業
（畑地帯総合整備中山間地域型）

柱

事業群

基本戦略

離島
17.5

一般地域
55

3050



＜様式２＞ 

県債 一般財源

区画整理　 　　１９．２　ha
畑地かんがい　１９．２　ha

1,582,000 870,100 391,500 43,550 276,850

費用便益比 B/C=1.21＞1.00 負担割合 国：県：地元＝55％：27.5％：17.5％

1,582,000 870,100 391,500 43,550 276,850

40,000 22,000 9,900 1,100 7,000

基本設計等　１式

事業費 国費
県費

市町村費等

7,00022,000 9,900

地域の要望等

　　令和４年１１月に、西海市に対して
基盤整備の整備要望書が提出されて
おり、同市及び関係農家の期待は大き
い。

1,100

R１３

合計

令和７年度新規要求箇所評価調書（水利施設等保全高度化事業)

総
合
評
価

A

　当箇所は、西海市西海町の比較的緩やかな
丘陵地に位置する畑地帯であるが、現況農地
は狭く不整形で道路や排水路も整備されてい
ない。また、畑地かんがい施設も整備されてい
ない区域があり、、散水や防除など多大な労
力を強いられている状況にある。
　これらの課題を解消するため、区画整理と畑
地かんがい施設を整備し、生産性の向上を図
るものである。
　担い手への農地集積・集約化を加速させ、地
域農業の安定と活性化を図るため必要な事業
である。

新規要望理由
（必要性、目的、効果、優先性、緊急性等）

事業概要

(上段：全体、下段：R7）

事業費（単位：千円）
（上段：全体、下段：R7）

事
業
主
体

事業
完了
予定
年度

天久保
あまくぼ

西海市

市町村名

県

（ふりがな）
事業箇所名

40,000



事業評価調書〔新規要求公共事業〕
令 和 6 年 11 月 26 日

部 課
2 夢や希望のあるまち、持続可能な地域を創る 班 （内線）
③ 安心安全で快適な地域を創る
(3) 災害に強く、命を守る強靭な地域づくり
⑤ 防災・減災対策のための国土強靱化の推進

１．事業の概要 ３．令和７年度新規要求箇所
＜事業の主な実施内容＞ no.

1 大久保
2 東彼杵
3 和田
4 波佐見２期
5 沖ノ尾

＜国の主な採択基準＞

有 無

２．新規要求における事業評価の視点

雲仙市
東彼杵町
壱岐市

波佐見町
南島原市

11 中山間地域

事業群

事業評価
の視点

　「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」に基づく、防災重点
農業用ため池の防災工事であり、農村地域の防災・減災のため緊急性が高い事業地区である
か等により評価

60 34 6 離島

国 県 地元 条件

60 34 6

11

＜負担区分（％）＞ ＜県費の継ぎ足し＞

事業概要

老朽化等により災害の発生の恐れがある防災重点農業用ため池の改修・整
備

事業箇所名

１．受益面積が２ヘクタール以上であること
２．総事業費が４，０００万円以上であること

中山間地域
50 34 16

離島
55 34

一般地域
55 34

長崎県総合計画上
の位置づけ

基本戦略

評価対象事業名
農村地域防災減災事業
（防災重点農業用ため池緊急整備事業）

作成年月日

事業所管

＜様式１＞

市町村名

2964

施策
課（室）長名 吉田　好広

農村整備
柱 農地防災

農林



＜様式２＞ 

県債 一般財源

ため池整備　１箇所 834,000 458,700 255,200 28,360 91,740

費用便益比 B/C=1.68＞1.00 負担割合 国：県：地元＝55％：34％：11％

ため池整備　２箇所 602,000 331,100 184,200 20,480 66,220

費用便益比 B/C=2.09＞1.00 負担割合 国：県：地元＝55％：34％：11％

ため池整備　１箇所 130,000 78,000 39,700 4,500 7,800

費用便益比 B/C=1.61＞1.00 負担割合 国：県：地元＝60％：34％：6％

ため池整備　２箇所 602,000 331,100 184,200 20,480 66,220

費用便益比 B/C=1.41＞1.00 負担割合 国：県：地元＝55％：34％：11％

令和７年度新規要求箇所評価調書（農村地域防災減災事業)

（ふりがな）
事業箇所名

市町村名

事
業
主
体

事業
完了
予定
年度

事業概要

(上段：全体、下段：R7）

事業費（単位：千円）
（上段：全体、下段：R7）

新規要望理由
（必要性、目的、効果、優先性、緊急性等）

地域の要望等

総
合
評
価

A

測量設計　１式 20,000 11,000 6,100 700 2,200

A

事業費 国費
県費

市町村費等

　ため池が老朽化し、自然災害等によ
り決壊する恐れがあることから、令和5
年3月にため池の管理組合から壱岐市
に対して、早急な改修の要望書が提出
されている。

A

測量設計　１式 15,000 8,250 4,500 600 1,650

　ため池が老朽化し、自然災害等によ
り決壊する恐れがあることから、令和4
年11月に両ため池の管理組合から東
彼杵町に対して、早急な改修の要望書
が提出されている。

大久保
おおくぼ

雲仙市 県 R１１

　本ため池の現況施設を点検し、安全性の評
価を行った結果、堤体の断面が不足するなど
しており、安全性が確保されいない。
　本ため池は、防災重点農業用ため池であり、
浸水想定区域内の人家・道路等の公共施設
への被害を未然に防止するため、早急な防災
工事が必要である。

　ため池が老朽化し、自然災害等によ
り決壊する恐れがあることから、令和6
年1月にため池の管理組合から雲仙市
に対して、早急な改修の要望書が提出
されている。

8,250

R１３

　本ため池の現況施設を点検し、安全性の評
価を行った結果、堤体の断面不足や漏水が確
認されるなどしており、安全性が確保されいな
い。
　本ため池は、防災重点農業用ため池であり、
浸水想定区域内の人家・道路等の公共施設
への被害を未然に防止するため、早急な防災
工事が必要である。

　本ため池の現況施設を点検し、安全性の評
価を行った結果、堤体の断面不足や漏水が確
認されるなどしており、安全性が確保されいな
い。
　本ため池は、防災重点農業用ため池であり、
浸水想定区域内の人家・道路等の公共施設
への被害を未然に防止するため、早急な防災
工事が必要である。

　本ため池の現況施設を点検し、安全性の評
価を行った結果、堤体の断面不足や漏水が確
認されるなどしており、安全性が確保されいな
い。
　本ため池は、防災重点農業用ため池であり、
浸水想定区域内の人家・道路等の公共施設
への被害を未然に防止するため、早急な防災
工事が必要である。

東彼杵町 県

1,650

波佐見町 県 R１３

東彼杵
ひがしそのぎ

測量設計　１式 30,000 18,000 9,100 1,100 1,800

和田
わだ

壱岐市 県 R１０

A

測量設計　１式 15,000

波佐見
はさみ

２期
き

4,500 600

　ため池が老朽化し、自然災害等によ
り決壊する恐れがあることから、令和4
年11月両ため池の管理組合から波佐
見町に対して、早急な改修の要望書が
提出されている。



＜様式２＞ 

県債 一般財源

令和７年度新規要求箇所評価調書（農村地域防災減災事業)

（ふりがな）
事業箇所名

市町村名

事
業
主
体

事業
完了
予定
年度

事業概要

(上段：全体、下段：R7）

事業費（単位：千円）
（上段：全体、下段：R7）

新規要望理由
（必要性、目的、効果、優先性、緊急性等）

地域の要望等

総
合
評
価事業費 国費

県費
市町村費等

ため池整備　１箇所 197,000 108,350 60,200 6,780 21,670

費用便益比 B/C=1.32＞1.00 負担割合 国：県：地元＝55％：34％：11％

2,365,000 1,307,250 723,500 80,600 253,650

100,000 56,500 30,300 3,700 9,500

11,000 6,100 700

A

測量設計　１式 20,000

　ため池が老朽化し、自然災害等によ
り決壊する恐れがあることから、令和5
年12月にため池の管理組合から南島
原市に対して、早急な改修の要望書が
提出されている。

沖
おき

ノ尾
お

南島原市 県 R１１

　本ため池の現況施設を点検し、安全性の評
価を行った結果、堤体の断面不足や漏水が確
認されるなどしており、安全性が確保されいな
い。
　本ため池は、防災重点農業用ため池であり、
浸水想定区域内の人家・道路等の公共施設
への被害を未然に防止するため、早急な防災
工事が必要である。2,200

合計



事業評価調書〔新規要求公共事業〕
令 和 6 年 11 月 26 日

部 室

3 夢や希望のあるまち、持続可能な地域を創る 班 （内線）

3 安全安心で快適な地域を創る

(3) 災害に強く、命を守る強靭な地域づくり

⑤ 防災・減災のための国土強靭化の推進

１．事業の概要 ３．令和７年度新規要求箇所
事業概要 ＜事業の主な実施内容＞ no.

1

2

3

4

＜国の主な採択基準＞ 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

有 無 17

18

19

20

２．新規要求における事業評価の視点 21

22

23

24

25

東彼杵町

大村市

火山地域

　山田（やまだ）

　古松（ふるまつ）

条件

55

50

45

地元県国
50

①１、２級河川上流
②その他の河川又は地区で、次の各号のいずれかに該当
 　1) 既実施の災害関連緊急事業と同一区域内で一体的に実施する必要が
　　あるもの
 　2) 市街地又は集落（人家１０戸以上）の保護
   3) 主要公共施設の保護
   4) 農地（１０ha以上）、ため池（貯水量３万m3以上）、用排水施設(関係面
　　積100ｈａ以上)又は漁場（受益戸数２０以上)
③工事規模
　 　 全体計画　７，０００万円以上

＜負担区分（％）＞ ＜県費の継ぎ足し＞

通常地域

評価対象事業名 　復旧治山事業

2992

作成年月日

事業群

事業評価
の視点

・地域の要望が高く、災害の早期復旧・未然防止が図られること。
・投資効果が見込まれること。
・計画内容、施設規模が経済的な計画となっていること。
・関係機関との協議・調整が整っていること。

　荒廃山地における治山ダム、法枠工、土留工、地山補強土工等の治山施設
の整備を行う。

長崎県総合計画上
の位置づけ

＜様式１＞

事業所管
農林

森林土木

森林整備

事業箇所名

課（室）長名 松尾　尚洋

市町村名

柱

施策

基本戦略



＜様式２＞ 

県債 一般財源

　全体計画　治山ダム工　4基
　　　　　　　 測量設計　１式

　保全対象　人家28戸、国道200ｍ、町道1,040ｍ、
　　　　　　　林道250ｍ

195,000 107,250 78,900 8,850

費用便益比 B/C=3.69＞1.00 負担割合 国：県：地元＝55％：45％：0％

　全体計画　法枠工　2,000㎡
　　　　　　　 測量設計　１式

　保全対象　人家14戸、市道110ｍ

160,000 88,000 64,800 7,200

費用便益比 B/C=2.27＞1.00 負担割合 国：県：地元＝55％：45％：0％

355,000 195,250 143,700 16,050 0

30,000 16,500 12,100 1,400 0

令和７年度新規要求箇所評価調書（復旧治山事業)

（ふりがな）
事業箇所名

市町村名

事
業
主
体

事業
完了
予定
年度

事業概要

(上段：全体、下段：R７）

事業費（単位：千円）
（上段：全体、下段：R７）

新規要望理由
（必要性、目的、効果、優先性、緊急性等）

地域の要望等

総
合
評
価事業費 国費

県費
市町村費等

山田
やまだ

東彼杵町 県 R11

　当地区は、東彼杵町北部に位置し、下流に二級
河川彼杵川が流れている。
　近年の豪雨等により、渓岸侵食による土砂の流
出が発生し、渓流内に不安定な状態で堆積してい
る。
　今後の豪雨等により、土砂が流出し、下流の人家
等に被害を及ぼす恐れがあるため、早急な対策を
講じる必要がある。

　東彼杵町及び地元は早期の事業実施を
強く要望しており、令和6年2月14日に施工
願が提出されている。

A

　Ｒ７計画　　測量設計　１式 20,000 11,000 8,100 900

古松
ふるまつ

大村市 県 R9

　当地区は、大村市南部に位置し、集落沿いに二
級河川鈴田川の支流である準用河川内倉川が流
れている。
　近年の豪雨等により、山腹斜面内で小崩壊が発
生してている。また、斜面内には、風化の進行した
岩盤の露頭も確認されており、不安定な状態を呈し
ている。
　今後の豪雨等により、拡大崩壊し、下方の河川を
閉塞するとともに、下流の人家等に被害を及ぼす
恐れがあるため、早急な対策を講じる必要がある。

　大村市及び地元は早期の事業実施を強
く要望しており、令和5年9月13日に施工願
が提出されている。

A

　Ｒ７計画　　測量設計　１式 10,000 5,500 4,000 500

合計


